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はじめに  －この学習会の目的－ 

 この学習会は、支部役員や班長（地区長）をされている皆さんに、それぞれの役

割を理解していただき、組合運動と組織強化につなげてもらうことを目的に開催し

ています。 

組合運動は相互扶助を原点としています。そのため、組合員同士のつながりが要

であり、そのつながりを保つためには役員や班長の役割が重要なのです。組合員と

組合のパイプ役となり、組合の魅力や諸運動の必要性を組合員に伝えてください。 

 

1) なぜ「組合」が必要？ 

 私たちの仲間は、技術・技能を身につけ、賃

金と社会的地位を獲得することで、より良い暮ら

しをしたいと願っています。また、ケガや病気の

際には安心して治療ができ、老後の生活も安定さ

せたいと思うものです。しかし、ひとりではなか

なか実現できるものではありません。同じ要求を持つ仲間が自分たちの暮らしを良

くするために集まった恒久的組織、それが“労働組合”です。そこで団結し、行動

することで諸要求を実現できます。 

 

 

 

2)  数は力なり 

要求の実現には、そのための運動と行動が必要です。私たちの要求が、多くの建

設労働者・職人の要求であることを理解してもらわなければなりません。組合が大

きくなることで、行政が組合の要求に耳を傾けてくれます。まさに「数は力なり」

なのです。ここが組織拡大運動の原点です。 

 

 

行政に対して諸制度の要求 

（建設国保や一人親方労災保険） 

組合での自主運営 

（共済制度、税金相談、資格講習等） 
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 建労岡山は１９５４年（昭和２９）、わずか

４３名の仲間で始めた組合です。その後、建設

国保や共済制度などの拡充と拡大運動で仲間を

増やし、今日まで７０年間歩み続けています。 

 任意で集まった団体（組織）が、長年に渡り

活動を続けるということは容易ではありませ

ん。輪番制の班長をはじめ、互いに協力し助け合うという努力があってこその成果

です。 

 

 

 組織の「力」は、ただ集まっただけでは機能しません。そこで、行政区を基準に

区画した「支部」「地区」「班」を設け、組合運営を円滑に進めています。 

 現在、建労岡山には２３の支部があります。その中で、合理的に人員配置をしま

す。そして、それぞれの中で地区や班が構成され、統括的な立場となる役員や地区

長・班長を決め、大会で決定した運動を推進しながら組合員の声を拾い上げます。

組織が健全に発展するには、各々がその役割を果たすことが重要です。 

 

 

 ※地区・班を設けていない支部もあります。 

 

支部

役員

地区

地区長
班

班長

1954

（昭和29）

1968

（昭和43）

１万人突破

2024

（令和6）

組合員 

執行委員会（定例会議） 

地区長会 

班長会 

http://www.zenkensoren.org/
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支部

役員
地区

地区長 班 班長

本部方針の推進と支部大会の決定に

基づいて、運動を具体化する。支部

事務所は組合員の皆さんと顔を合わ

せる機会が多いので、これをうまく

利用して運動を進める。 

地区ごとの親睦や交流イベント等

を開催することで、組合員同士の

連帯意識を図る。これらの行事を

通じて組合のことをよく知っても

らい、帰属意識を高める。 

 これは支部行事においても同じ

ことが言える。 

三役と専門部長で構成。役員

は、支部全体に目を向けた意見

討論を行い、決議する。組合の

力が発揮できるのは、まさに執

行委員会の討議と決意の中にあ

ると言える。 

地区の行事への参加を

積極的に呼びかける。そ

こから運動への理解を求

め、組合員の身近な問題

を拾い上げていく。 

 

そして班ごとに、組合員の意見や要望を聴き、組合（執行部）に伝達する

のが班長の役割である。 

 組合の日常における運動は世話活動で、それには組合員ひとりひとりをよ

く知るところから始まる。組合からの様々な情報や配り物を全組合員に行き

渡らせ、さらに各種組合行事に参加を呼びかけるのも大切な役目である。 

 

組合と組合員との情報共有や話し合い

（協議）は、全組合員が１ヶ所へ一堂に集

まることができればよいですが、抱える地

域の範囲や所属組合員数が大きくなれば困

難となる。 

そこで、情報共有と話し合いをより効率よ

く行うために、地域ごとに細かく構成され

たグループが「班」組織である。 
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役員の選任はとても重要です。短期交代では組合への関心や自覚は生まれませ

ん。結果として以下のような連鎖が発生してしまうと、支部運営が円滑に進まなく

なり、運動の衰退に繋がります。 

定期大会や執行委員会などで多くの組合員と相談の上、民主的に選出すること

で、選出した方にも責任感が生まれ、また選出された方も“役員”という責任感か

ら積極性もおのずと出てきます。 

 意思統一を図る上で重要なことは、役員の皆さんが組合の運動内容をよく理解

し、自信と確信を持って行動することなのです。 

 

 

 

 

 

 

 支部においては、組織形態や規模に応じて、執行

委員会をはじめとした定例会議、班長（地区長）会

などが定期的に開かれていることと思います。こう

した会議の場では、以下の点に留意して進めていっ

てください。 

 

 

•話し合う内容（議題）を箇条書きで簡潔にまとめます

会議次第（レジュメ）の作成

•会議では基本的に進行役（議長）が進めます。提案や意見を述べ
る時は、議長を通じて行うようにします。

議長を通じての進行・発言

•発言にひいき目があってはいけません。一部の意見に左右される
ことがないよう、全体の意見を募り、民主的に進めてください

多くの意見募集

やり手がいない

マンネリ化

運動に消極的

積極性を失う
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1)  なぜ組織拡大運動が必要？ 

一般的な企業や行政内で組織される組合は、新加入対象者の入社（入所）によっ

て組合員が増えます。一方、建労岡山は地域に居住する建設業者一人ひとりが対象

で、基本的に自然増はありません。これが、組織を維持する上で大きく異なる点で

す。つまり私たちは、常に転廃業・脱退を上回る組織拡大の取り組みが必要で、気

を抜くと組織はたちまち減少してしまいます。 

 

 

 

2)  高齢化への対策 

１９４７年（昭和２２）年から１９４９年（昭和２４）生まれの所謂「団塊の世

代」が、まもなく後期高齢者世代へ順次移行していきます。現在７０歳以上が全体

の１割強、６０歳以上ともなれば全体の約３割を占めています。この世代の組合員

が一時期に、そして大量に後期高齢者世代を迎えることで、組合そして国保組合も

大きな影響を受けることが危惧されています。 

組合員の高齢化に伴う脱退への対策は喫緊の課題であり、これまで以上に組織拡

大に対する取り組みが必要なのです。 

3) 若い世代の確保 

 これからの建設産業、そして組合発展には、若

い仲間の確保が大きな課題です。高卒後３年以内

に建設業から離職する割合は半数に達しており、

依然として高い離職率となっています。 

 ４０歳以下の組合員で組織される青年部は、県

下２３支部中１４支部（令和６年４月時点）で活

動しています。昔に比べ、青年部活動に参加する

人が減少しており、支部には青年部は存在するも

のの、本部（全体）活動には至っていないところもあるなど、青年部の縮小も懸念

されます。若い仲間を迎え入れるには、魅力ある組合であること、そして活発な青

年部活動が欠かせません。若い組合員が入ったら、ぜひ青年部行事への参加を呼び

かけてください。若者こそ、建設業と組合の将来を担う重要な存在です！ 

 従事者の流動性が高い 

 退職すると組合も脱退する 

 高齢化と若者の離職多い 

建設業の特徴 

 
転廃業・脱退を上回る 

組織拡大（加入）の 

取り組みが必要 
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4)  女性会の活性化 

 組合がより強い組織となるためには、女

性会の存在も大きなものといえます。女性

会は、県下２３支部中４支部が活動してい

ます。（令和６年４月時点）青年部同様、

活発な女性会活動が求められており、現在

休止中および未結成の支部は、再活動・結

成に向けて協力をお願いします。 

 

            

年間拡大（新加入）目標人数 … ７０１人（全支部合計） 

 支部拡大目標人数は、４月１日時点の組合組織人数の６％を目安に設定されてい

ます。支部拡大目標を達成した支部は、本部定期大会時に表彰されます。また、年

間を通して２％以上の組織実増を達成した支部には、加入促進と脱退防止への貢献

の証として組織対策部担当者会議で特別表彰いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年度 
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1)  組織拡大月間 

建労岡山では、毎年春と秋に「組織拡大月間」を設けて組合員を増やす取り組み

の強化を図っています。月間中には支部別拡大目標人数が設定され、この目標人数

を超えた分については、１人につき５，０００円の支部報奨金が支払われる評価制

度があります。前述の「組織拡大の重要性」を踏まえ、より多くの仲間を組合に呼

び込むよう、全組合員が一丸となって拡大運動に取り組みます。 

役員や班長はその先導となります。将来の組合を見据えた拡大運動にぜひ協力を

お願いします！ 

① 春の組織拡大月間（４～５月）  

② 秋の組織拡大月間（９～11 月）    

諸役員や班長のみなさんが率先して組合員とともに運動に力を注ぐことで、厳し

い状況下でも成功に導くことができます。 

 

2)  声掛け 

新規加入者の組合加入動機のうち大多数が仲間の紹介によるものです。未加

入者への声掛けと、新たに加入した組合員に未加入者を紹介してもらうこと

で、加入の連鎖が生まれます。支部窓口や現場、会合の場などで積極的な声掛

けをお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

その他、各種学習会やメディア、支部内で開催されている 

行事を通じて組織拡大を呼びかけるなど 

支部ごとに工夫を凝らした取り組みが行われています 

（建設国保や一人親方労災保険） 

全体拡大目標は令和６年３月末

組織人員の７％ 
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1)  組織人員と推移 

令和６年３月３１日時点 11,670 人 （前年度末比－１６６人） 

 

 

 

2)  組合員の年齢層 

 全組合員に占める５０歳以上の割合が、一時期５７％まで進んでいましたが、令

和６年３月末時点では約４７％まで改善しています。 

 しかし若い世代、特に３５歳以下の組合員の割合は１８％前後を推移しており、

ここ数年ほとんど変わっていない状況であるため、必ずしも若返りが進んでいると

は言えません。 

 １０代 ２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代 ７０代～ 

組合員数 

（前年度末比） 
72 

(+  3) 

1,365 

(+  2) 

1,714 

(- 69) 

3,024 

(-118) 

2,579 

(+206) 

1,563 

(- 92) 

1,353 

(- 98) 

令和 6年 3月末時点 

 

10,347 

10,548 

10,900 

11,126 

11,291 

11,599 

11,796 
11,850 11,836 

11,670 

9,500

10,000

10,500

11,000

11,500

12,000

H27.3 H28.3 H29.3 H30.3 H31.3 R2.3 R3.3 R4.3 R5.3 R6.3

（人）

建労岡山 組織人員の推移 （H26～R5年度）
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3)  健保適用除外 

国の進める建設業就労者の処遇改善を図るとして、社会保険未加入事業所の解消

策が進んでいます。 

健保適用除外事業所数 ………………… １，０９９ヶ所 

 健保適用除外事業所に属する組合員 … ３，５８９人 

               （令和６年３月末時点） 

 

1)  建設国保 

償還金、傷病手当金（入院７，０００円／日）、出産育児一時金など、充実した

給付が受けられます。 

 

2)  けんろう共済 

休業補償（入院３，０００円／日）、死亡（本人３０万

円）など 

成人・結婚・入学祝・還暦・敬老祝金・資格取得祝金など

生存給付を重視した内容です。 

 

3)  労災保険 

特別加入制度（一人親方特別加入・事業主特別加入） 

 

 

特別加入は、監督署では
加入できない制度です 
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4)  建設業退職金共済（建退共） 

掛金納付年数   退職金額 ※ 

10 年 ………… 約  89 万 3 千円 

20 年 ………… 約 193 万 3 千円 

30 年 ………… 約 303 万 8 千円 

40 年 ………… 約 426 万 8 千円 

 

5)  その他のメリット 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,762
円

6,762
円

6,762
円

万一のトラブルに自動車保険！ 

団体割引制度は１５％（本人と

その家族のみ）とお得！ 
（※令和 3 年 1 月より窓口が専業代理所

ＳＫプランニングへ委託されました） 

西日本自動車共済 

業務上のケガや職業性疾病を補償 

労災保険の上乗せでさらに安心☆ 

あんぜん共済 

災害に備えて住宅と家財を補償 

火災共済（住まいる共済） 

組合員とその配偶者は無料受診 

インフルエンザ予防接種では上限

1,500 円の補助があります！ 

（※接種対象期間内に 1 人 1 回、

国保組合員とその家族のみ） 

集団健診・特定健診 

交通傷害保険、建設工事保険 

資格取得を支援するための「技能

講習」や、スキルアップを目指す

「職業訓練校」など 

資格取得、職業訓練 
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数度に及ぶコロナの大流行と行動制限を乗り越えて

きた経験と教訓を確信に、この間の経験を組合成長と

組織拡大のエンジンに変えて、「様々な行動を正常化

させる努力を重ねる」ことが重要です。 

「組合員に依拠した、繋がりを絶やさない取り組

み」を支部役員および班長（地区長）の皆さんが先頭

に立って進めていってください。 

結成以来、幾多の困難を乗り越えてきた組合です。

ともにがんばりましょう！！ 


